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多治見市調理場 調理・配膳・洗浄業務委託公募型プロポーザル募集要項 

 
令和５年 11月 

 多治見市教育委員会 

 

次により、多治見市調理場における調理・配膳・洗浄業務委託に係る民間事業者を

公開募集する。 

 

１ 趣旨 

  学校給食は、園児・児童・生徒の健康増進、安全管理等について万全の配慮を講

じなければならない。本業務を委託する民間事業者の選定にあたっては、資力、信

用、経験、理解等を総合的に備えた事業者を選定し、学校給食の質の保持、調理業

務の安全性及び継続性を確保するため、提案書に基づく公募型プロポーザル方式で

選定審査を実施する。 

 

２ 委託する業務内容等 

（１）委託業務名 

① 多治見市北栄小・北陵中隣接校対応調理場及び多治見市立池田小学校 

調理・配膳・洗浄業務委託 

② 多治見市養正小学校近接校対応調理場、多治見市昭和小学校近接校対応 

調理場及び多治見市立滝呂小学校 調理・配膳・洗浄業務委託 

 

（２）施設名称及び位置 

① 多治見市北栄小・北陵中隣接校対応調理場及び多治見市立池田小学校 

調理・配膳・洗浄業務委託 

ア 調理・洗浄業務 

１ 
調理場名 多治見市北栄小・北陵中隣接校対応調理場 

所在地 多治見市旭ケ丘 10丁目６番地の 82 

２ 
調理場名 多治見市立池田小学校 

所在地 多治見市池田町６丁目 25番地 

 

イ 配膳業務 

１ 
学校名 多治見市立北栄小学校 

所在地 多治見市旭ケ丘 10丁目６番地の 82 

２ 
学校名 多治見市立北陵中学校 

所在地 多治見市旭ケ丘 10丁目６番地の 82 
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３ 
学校名 多治見市立池田小学校 

所在地 多治見市池田町６丁目 25番地 

 

② 多治見市養正小学校近接校対応調理場、多治見市昭和小学校近接校対応 

調理場及び多治見市立滝呂小学校 調理・配膳・洗浄業務委託 

ア 調理・洗浄業務 

１ 
調理場名 多治見市養正小学校近接校対応調理場 

所在地 多治見市平野町２丁目 80番地 

２ 
調理場名 多治見市昭和小学校近接校対応調理場 

所在地 多治見市平和町４丁目 180番地 

３ 
調理場名 多治見市立滝呂小学校 

所在地 多治見市滝呂町 12丁目 186番地の４ 

 

イ 配膳業務 

１ 
学校名 多治見市立養正小学校 

所在地 多治見市平野町２丁目 80番地 

２ 
学校名 多治見市立昭和小学校 

所在地 多治見市平和町４丁目 180番地 

３ 
学校名 多治見市立滝呂小学校 

所在地 多治見市滝呂町 12丁目 186番地の４ 

 

（３）契約期間 

契約締結の日から令和９年７月 31日まで。 

ただし、業務履行期間は、令和６年８月１日から令和９年 7 月 31 日までと

し、契約締結の日から令和６年７月 31 日までの間は、習熟訓練等に係る準備

期間とする。 

 

（４）予定価格（消費税及び地方消費税を除く） 

契約期間中の各年度の支払い上限額は、下記のとおりとする。 

① 多治見市北栄小・北陵中隣接校対応調理場及び多治見市立池田小学校 

調理・配膳・洗浄業務委託 

１９４，４００，０００円 

年度 支払い上限額（円） 

令和６年度 ４３，２００，０００ 
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令和７年度 ６４，８００，０００ 

令和８年度 ６４，８００，０００ 

令和９年度 ２１，６００，０００ 

 

② 多治見市養正小学校近接校対応調理場、多治見市昭和小学校近接校対応 

調理場及び多治見市立滝呂小学校 調理・配膳・洗浄業務委託 

４１０，９３２，８００円 

年度 支払い上限額（円） 

令和６年度 ９１，３１８，４００ 

令和７年度 １３６，９７７，６００ 

令和８年度 １３６，９７７，６００ 

令和９年度 ４５，６５９，２００ 

 

（５）調理機器等賃借料（消費税及び地方消費税を除く） 

年度ごとの調理機器等の賃借料は、下記のとおりとする。 

これらは、年度ごとにそれぞれ受託者が多治見市に対して支払う義務を負う。 

① 多治見市北栄小・北陵中隣接校対応調理場及び多治見市立池田小学校 

調理・配膳・洗浄業務委託 

年度 
調理機器賃借料（円） 

北栄小 池田小 合計 

令和６年度 1,349,000 711,000 2,060,000 

令和７年度 2,024,000 1,066,000 3,090,000 

令和８年度 2,024,000 1,066,000 3,090,000 

令和９年度 675,000 355,000 1,030,000 

 

② 多治見市養正小学校近接校対応調理場、多治見市昭和小学校近接校対応 

調理場及び多治見市立滝呂小学校 調理・配膳・洗浄業務委託 

年度 
調理機器賃借料（円） 

養正小 昭和小 滝呂小 合計 

令和６年度 1,439,000 2,138,000 793,000 4,370,000 

令和７年度 2,159,000 3,207,000 1,190,000 6,556,000 

令和８年度 2,159,000 3,207,000 1,190,000 6,556,000 

令和９年度 720,000 1,069,000 397,000 2,186,000 

 

３ 応募事業者の条件等 

（１）応募資格（次に掲げる要件を全て満たしていること。） 

① 基本的要件 

ア 多治見市競争入札参加資格者名簿に登録された者であること。 

登録されていない者は、プロポーザル選定審査により受託者として選定さ
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れた場合、多治見市競争入札参加資格者名簿への登録手続を行うこと。 

イ 岐阜県内又は愛知県内に本社、支社、営業所、事業所のいずれかを有し、

１日の調理食数が 1,000食以上の施設で学校給食の調理を実施し、現在も事

業を継続していること。（共同、単独調理場を問わない。） 

ウ 応募の日までの過去５年間において、岐阜県内又は愛知県内の市町村から

指名停止措置を受けていないこと。 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

に規定する暴力団員若しくは暴力団員の統制下にある団体及び暴力団員が

所属する団体でないこと。また、その利益となる活動を行う者でないこと。 

② 信用要件 

ア 会社の経営状態が正常かつ良好なこと。 

イ 食品及び衛生管理に関する関係諸法規を遵守していること。 

ウ 納税義務が履行されていること。 

③ 安全衛生管理要件 

ア 給食に関する安全衛生管理について、文部科学省「学校給食衛生管理基準」

を理解し遵守していること。 

イ 従業員に対し、食品の安全衛生管理に関する教育が徹底していること。 

ウ 従業員の健康管理が十分に行われていること。 

 

（２）応募に関する留意事項 

① プロポーザル募集要項等の承諾 

応募事業者は、応募書類の提出をもって、プロポーザル募集要項等の記載内

容を承諾したものとみなす。 

② 応募費用の負担 

応募に関して必要な費用は、応募事業者の負担とする。 

③ 応募書類の取扱い 

ア 提出された応募書類は返却しない。なお、修正や追加が生じた事項につい

ては、提案説明の際に行うこと。 

イ 多治見市情報公開条例（平成９年多治見市条例第 22 号）の規定による公

開請求により公開する場合がある。ただし、事業者の利益を損なう恐れがあ

ると認められるものは、応募書類提出時に情報公開意向確認書（様式７）を

提出することにより非公開とすることができる。 

④ 応募の無効に関する事項 

次のいずれかに該当する応募は、無効とする。 

ア 選定審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 

イ 著しく信義に反する行為があった場合。 

ウ 申請内容が募集要項及び仕様書の内容と著しく相違している場合。 

エ 応募時から契約時までの間に多治見市指名停止措置要領（令和２年多治見

市告示第 45号）の規定に基づく指名停止措置を受けた場合。 
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（３）募集要項、仕様書等に関する質問の受付等 

募集要項等の内容に関する質問は、次のとおり受け付ける。また、回答は、

公平を期するため、原則として多治見市ホームページに掲載、公開する。ただ

し、選定審査の公平性を損なう質問については回答しない。なお、軽微なもの

については、口頭又はメールにて個別に回答する。 

① 質問の提出方法 

質問票（様式８）に簡潔にまとめて記載し、Ｅメールにより提出すること。 

また、必ず電話にて質問票を提出した旨を連絡すること。 

② 受付期間 

令和５年 11月１日（水）午前９時から 11月 10日（金）午後５時まで 

③ 回答期日 

令和５年 11月 17日（金） 

④ Ｅメールアドレス 

shokuikusuishin@city.tajimi.lg.jp 

 

（４）現場見学会 

現場見学会参加申込書（様式９）の提出により、現場見学会を実施する。 

現場見学参加希望者は、令和５年 11月８日（水）午後５時までに、会社名、

参加人数（上限３人）及び参加者名を、多治見市教育委員会事務局食育推進課

へＥメールで連絡すること。 

Ｅメール：shokuikusuishin@city.tajimi.lg.jp 

 

①日時及び会場 

ア 

日時 令和５年 11月 13日（月） 午後１時 30分から午後５時まで 

見学 

会場 

・多治見市北栄小・北陵中隣接校対応調理場 

・多治見市立北陵中学校 

・多治見市立池田小学校 

備考 

見学会は、池田小学校、北栄小・北陵中隣接校対応調理場、

北陵中学校の順に実施するため、池田小学校に午後１時 20 分

までに集合すること。 

イ 

日時 令和５年 11月 14日（火） 午後１時 30分から午後５時まで 

見学 

会場 

・多治見市養正小学校近接校対応調理場 

・多治見市昭和小学校近接校対応調理場 

・多治見市立滝呂小学校 
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集合 

見学会は、滝呂小学校、養正小学校近接校対応調理場、昭和

小学校近接校対応調理場の順に実施するため、滝呂小学校に午

後１時 20分までに集合すること。 

 

② 留意事項 

ア 現場見学会では募集要項等を配付しないため、各自で用意すること。 

イ 参加者は、最近１か月以内の検便検査結果（検査項目：赤痢菌、サルモネ

ラ菌、腸管出血性大腸菌 O‐157・O‐26）、清潔な衣服（白衣及び帽子）並び

に調理用靴等を用意すること。なお、更衣場所は当日指示する。 

 

（５）応募書類の提出 

応募事業者は、選定審査に係る応募書類を次により提出すること。 

① 書類の配布 

令和５年 11月１日（水）から令和５年 11月 30日（木）まで。 

多治見市ホームページの該当ページからダウンロードして使用すること。 

② 提出期日 

令和５年 11月 30日(木)（必着）午後４時まで 

※持参の場合は、土・日曜日及び祝日を除く勤務時間中に限る。 

③ 提出書類 

ア 提案書（表紙、様式１～様式３） 

連絡先として担当者名・ＴＥＬ・ＦＡＸ・Ｅメールアドレスを記載し、正

本には社印又は代表者印を押印すること。 

イ 事業開始までのスケジュール（任意様式） 

ウ 会社概要説明書（様式４） 

ａ 登記簿謄本及び直近３事業年度分の決算書を添付すること。 

（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書を含む。) 

ｂ 完納証明書等国税及び地方税（多治見市の競争入札参加資格者名簿に記

載の住所地）に滞納がない旨を証明する書類を添付すること。 

エ 学校給食業務受託実績（様式５） 

事業主体名、食数、従業員の配置数、年数等を記載すること。 

オ 業務委託料見積書（様式６） 

ａ 委託料全体について、費目の性質別の明細（人件費、被服費、保険衛生

費、消耗品費、備品購入費、修繕費、管理費等）を添付すること。なお、

見積書には消費税を含まない金額を記載すること。 

ｂ 人件費（本給、諸手当、交通費、引当金、福利厚生費、社会保険料等）

の詳細な内訳書を添付すること。特に、正規従業員の給料額と非正規従業

員の時給額がわかるように表示すること。 

カ その他参考資料（任意提出） 

※エ～カは、企画書として一つに編纂されていても可とする。 
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④ 提出部数 

ア 提出部数は、③提出書類のア～カを一式とし、正本１部、副本８部とする。 

イ 提案書等の様式 

・Ａ４判用紙、横書き、左綴じとし、ページ番号を付すこと。 

・図表等については、Ａ３判用紙の折込みを可とする。 

・提案書等は、ファイル等に綴じて提出すること。 

⑤ 提出先 

〒507-0061 

多治見市姫町６丁目１番地の 10 多治見市食育センター 

多治見市教育委員会事務局 食育推進課 （電話：0572-29-1662） 

⑥ 提出方法 

応募書類の提出による。(持参又は郵送に限る。) 

 

⑥ その他注意事項 

応募にあたっては、本書及び仕様書を参照すること。 

 

４ 選定審査 

選考方法は、公募型プロポーザル方式とし、業務ごとにそれぞれ契約候補者を選

定する。なお、応募が 1事業者しかない場合でも、選定審査は実施する。 

（１）日時及び場所 

① 多治見市北栄小・北陵中隣接校対応調理場及び多治見市立池田小学校 

調理・配膳・洗浄業務委託 

日時 令和５年 12月 18日（月） 午後１時 30分から 

場所 
多治見市バロー文化ホール ２階練習室３ 

（多治見市十九田町２丁目８番地） 

 

② 多治見市養正小学校近接校対応調理場、多治見市昭和小学校近接校対応 

調理場及び多治見市立滝呂小学校 調理・配膳・洗浄業務委託 

日時 令和５年 12月 20日（水） 午後１時 30分から 

場所 
多治見市バロー文化ホール ２階練習室１ 

（多治見市十九田町２丁目８番地） 

 

（２）実施時間 

    原則 30 分程度（説明時間 20 分、質疑時間 10 分）とするが、応募者数によ

り時間を調整することがある。なお、出席者の人数制限は設けない。 

 

（３）準備物 

パワーポイント等による説明のためプロジェクターやスクリーンの使用又は
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貸与を希望するときは、選定審査の前日までに申し出ること。(パソコンなど端

末機は各社で持参すること。) 

 

（４）プロポーザル選定審査の順番 

応募書類の受付順とする。 

 

（５）決定通知 

選定結果については、文書にて通知する。 

 

（６）その他 

天災その他やむを得ない理由により、選定審査を中止することがある。 

この場合における損害は、各参加者の負担とする。 

 

５ 提案書等の審査方法 

（１）プロポーザル選定委員会 

学校長、学校給食運営委員会委員(保護者)、税理士、調理場担当職員等 

計８名程度が審査を行う。 

 

（２）審査の方法 

① プレゼンテーション及びヒアリング審査 

応募資格要件を満たした応募事業者の提案書、プレゼンテーション及びヒア

リング内容等について審査し、業務実施候補者を選定する。 

② 審査項目と配点 

審査項目 視点 配点 

組織体制 
本部との連携、人員配置、フォローア
ップ体制等 

２０ 

安全衛生管理 
人員管理、施設管理、食材・調理管理
の中での安全衛生のための工夫や配慮 

３０ 

人材育成、研修の充実 
社内研修、初任者研修、OJTの実施状
況について 

１０ 

給食業務の実績 学校給食受託実績 ２０ 

見積書の金額 
最安の事業者を満点とし、金額比率で
減点 

２０ 

経営診断加点 経営状況、信用状況 ２０ 

合  計 １２０ 

 

（３）業務実施候補者の決定 

プロポーザル選定委員会の審査結果を踏まえ、業務実施候補者を決定する。 
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（４）審査結果等 

① 審査結果は、令和６年１月 12日（金）までに全ての応募事業者へ通知する。

ただし、各審査項目の点数は公開しないものとする。また、結果に対する異議

は受け付けない。 

② 業務実施候補者は、①の通知を受けた後、速やかに契約を締結する。 

③ 業務実施候補者の提案書は、契約の一部として取り扱う。 

④ 受託事業者決定後の辞退は原則認めない。 

 

６ 事務局 

〒507-0061 多治見市姫町６丁目１番地の 10 多治見市食育センター 

多治見市教育委員会事務局 食育推進課 

電話：０５７２－２９－１６６２ 

Ｅメール：shokuikusuishin@city.tajimi.lg.jp 


